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【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
  遊 技 領 域 を 前 面 側 に 有 す る 遊 技 盤 と 、
  前 記 遊 技 盤 の 正 面 視 に お い て 視 認 可 能 で あ り 、 前 記 遊 技 盤 に 対 応 し て 特 定 位 置 に 設 け ら  
れ る 所 定 の 装 飾 手 段 と 、
  遊 技 者 に よ る 所 定 の 遊 技 に 基 づ い て 取 得 条 件 が 成 立 し た こ と を 契 機 と し て 特 別 情 報 を 取  
得 し 得 る 情 報 取 得 手 段 と 、
  取 得 さ れ た 前 記 特 別 情 報 が 所 定 条 件 を 満 た す か 否 か を 判 定 す る 判 定 手 段 と 、
  第 １ の 回 転 手 段 と 、
  を 備 え る 遊 技 機 で あ っ て 、
  前 記 第 １ の 回 転 手 段 は 、
  少 な く と も 、 前 記 遊 技 盤 と 交 差 す る 方 向 に 設 け ら れ る 回 転 軸 部 と 、 前 記 回 転 軸 部 を 中 心  
と し て 回 転 可 能 な 回 転 板 部 と 、 を 備 え 、
  前 記 回 転 板 部 は 、
  裏 面 側 に 位 置 す る 前 記 所 定 の 装 飾 手 段 の 一 部 で あ る 特 定 領 域 を 前 記 遊 技 盤 の 正 面 視 に お  
い て 視 認 可 能 な 視 認 部 を 備 え 、
  遊 技 者 に よ る 前 記 所 定 の 遊 技 に 基 づ い て 所 定 の 契 機 が 成 立 し た 場 合 に 、 所 定 の 停 止 状 態  
か ら 所 定 の 回 転 状 態 に 切 り 替 わ り 得 る 構 成 で あ り 、
  本 遊 技 機 は 、
  前 記 遊 技 盤 の 正 面 視 に お い て 、 前 記 遊 技 領 域 を 移 動 可 能 か つ 所 定 態 様 で 回 転 可 能 な 第 ２  
の 回 転 手 段 が 、 少 な く と も 前 記 回 転 板 部 の 前 記 視 認 部 を 通 す こ と な く 視 認 可 能 な 第 １ 位 置  
と 、 前 記 回 転 板 部 の 前 記 視 認 部 を 通 し て 視 認 可 能 な 第 ２ 位 置 と 、 の 間 で 変 位 可 能 に 構 成 さ  
れ 、
  前 記 所 定 の 遊 技 の 実 行 状 態 に お い て 、 前 記 回 転 板 部 の 前 記 視 認 部 を 通 し て 前 記 所 定 の 装  
飾 手 段 の 前 記 特 定 領 域 を 視 認 可 能 な 第 １ の 状 態 と 、
  前 記 回 転 板 部 の 裏 面 側 に 前 記 第 ２ の 回 転 手 段 が 移 動 し て く る こ と に よ っ て 、 前 記 第 ２ の  
回 転 手 段 の 所 定 領 域 が 前 記 回 転 板 部 の 前 記 視 認 部 を 通 し て 視 認 可 能 と な り 、 前 記 所 定 の 装  
飾 手 段 の 前 記 特 定 領 域 の う ち 当 該 第 ２ の 回 転 手 段 に よ っ て 遮 ら れ た 領 域 が 視 認 不 能 と な る  
第 ２ の 状 態 と 、 に な り 得 る よ う 構 成 さ れ た こ と を 特 徴 と す る 遊 技 機 。
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